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水道事業の脱炭素化に向けた取組に関するアンケート（案） 
 

Ⅰ．概要 

地球温暖化対策計画のフォローアップ（※１）において、水道事業の CO2排出削減量は、2017 年

度以降、2013 年度（基準年度）の CO2排出削減量よりも少ない状況が続いています（※２）。 

このため、水道事業の脱炭素化を一層促進するために、水道事業の脱炭素化に関する現状及び将

来の取組についてアンケート調査を実施しますのでご協力よろしくお願いします。なお、都道府県

別の集計値等は水道課ＨＰや関連する会議において公表する予定です。 

 

※１：2021 年度における地球温暖化対策計画の進捗状況 

（P.45, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/2021/2021_sinchoku.pdf） 

※２：水道事業の CO2排出削減量（2013 年度比）： 

2017 年度：-3.1 万ｔ 

2018 年度：-0.8 万ｔ 

2019 年度：-0.3 万ｔ 

2020 年度：-0.2 万ｔ 

 

 

アンケート調査に関してご質問等ございましたら、下記連絡先までご連絡ください。 

【連絡先】 

厚生労働省健康・生活衛生局水道課 

担 当：金子、髙栁、北川、山本、澤田 

電 話：03-3595-2368（直通） 

メール:suidougijutsu@mhlw.go.jp 
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Ⅱ．内容 

１．脱炭素化の現状の取組に関する設問 
 地球温暖化対策計画では、水道事業における脱炭素化推進の対策指標として、省エネルギー・再

生可能エネルギーの導入の目標値が設定されています。当該目標に対して、現状の取組についてご

教示ください。 

 

設問１及び設問２は 2020 年度（令和２年度）時点における実績を御回答ください。 

 

設問１ 

①. 年間電力使用実績量(万 kWh/y)（なお、貴事業体で所有している再生可能エネルギー設備によ

って発電し、自家消費した電力量は差し引いてください。）を御回答ください。（※１） 

②．貴事業体では、複数の電力会社と契約を行っているか御回答ください。 

③．基礎排出係数(t-CO2/kWh)を御回答ください。（※２、※３、※４） 

④．貴事業体の年間 CO2 排出量（t-CO2/y）を御回答ください。（※1、※５） 

 
※１小数第１位まで回答 

※２小数第６位まで回答、複数の電力会社と契約している場合は、最も使用電力の割合が大きい会社の排出 

係数を記載。 

※３電気事業者がそれぞれ供給（小売り）した電気の発電に伴う燃料の燃焼により排出された二酸化炭素 

（CO2）の量を、当該電気事業者が供給（小売り）した電力量で除して算出した係数。 

※４基礎排出係数を取り扱う際に(t-CO2/kWh)とは異なる単位を用いられている場合は、その単位を御回答 

ください。 

※５電力使用量由来の CO2 排出量に限る。 

（回答選択および自由記載） 
 

設問２－１  

・導入している再生可能エネルギー設備の種類を御回答ください。 

 ①．太陽光発電 

 ②．風力発電 

 ③．水力発電（小水力発電を除く） 

 ④．小水力発電 

 ⑤．その他（再生可能エネルギー設備の名称：   ） 

（回答選択肢、複数選択可能） 

 

設問２－２  

・導入している再生可能エネルギー設備の種類ごとに以下の事項について御回答ください。 

①．年間発電量のうち、自家消費量分(万 kWh/y) 

②．年間発電量のうち、売電量分(万 kWh/y)  

③．場所貸し（※１）の場合、年間発電量のうち自家消費量分(万 kWh/y)  

④．場所貸しの場合、年間発電量のうち売電量分(万 kWh/y) 

 
※１小数第１位まで回答 

※２再エネ発電事業者等に空きスペース等の場所を提供し、その対価を得る手法 

（回答選択肢、複数選択可能） 
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２．脱炭素化の今後の取組に関する設問 

地球温暖化対策推進法第 21 条では、「都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化

対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削

減等のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとす

る。」と定められています。地方公共団体実行計画（事務事業編）においては、2030 年度又は 2050

年度等までの温室効果ガス総排出量に関する数量的な目標等の記載が必要となります。そこで、地

方公共団体実行計画（事務事業編）等における水道事業の取組についてご教示ください。 

 

設問３－１ 

・地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定状況について御回答ください。 

 なお、当該実行計画以外で 2030 年度又は 2050 年度等までの目標を定めている計画がある場合は

「３．その他」を御選択ください。 
※「地方公共団体実行計画（事務事業編）」の策定状況については以下の計画の策定状況を参照く 

ださい。 

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/sakutei_japan.html 

（回答選択肢） 

①．策定済み 

②．未策定 

③．その他（目標を定めている計画等の名称：    ） 

 

（地方公共団体実行計画（事務事業編）を定めている場合）設問３－２ 

・地方公共団体実行計画（事務事業編）について御回答ください。 

①策定年度 

②最終更新年度 

③水道（上水道）分野に関する記載の有無 

④ホームページ URL 

（自由記載） 
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設問３－１にて「未策定」を選んだ場合は、設問６に移ってください。 

地方公共団体実行計画（事務事業編）又はそれ以外の野心的な数値目標等をもとに設問４又は設

問５について回答をお願いします。設問４は 2030 年度の状況、設問５は 2050 年度の状況について

回答してください。 

 

設問４－１ 

①. 年間電力使用予定量(万 kWh/y)（なお、貴事業体で所有している再生可能エネルギー設備によ

って発電し、自家消費する予定の電力量は差し引いてください。）を御回答ください。（※

１） 

②．基礎排出係数(t-CO2/kWh)を御回答ください。（※２、※３、※４） 

③．貴事業体の年間 CO2 排出量（t-CO2/y）の予定を御回答ください。（※1、※５） 

 
※１小数第１位まで回答 

※２小数第６位まで回答、複数の電力会社との契約を想定している場合は、最も使用電力の割合が大きい会

社の排出係数を記載。 

※３電気事業者がそれぞれ供給（小売り）した電気の発電に伴う燃料の燃焼により排出された二酸化炭素

（CO2）の量を、当該電気事業者が供給（小売り）した電力量で除して算出した係数。 

※４基礎排出係数を取り扱う際に(t-CO2/kWh)とは異なる単位を用いられている場合は、その単位を御回答

ください。 

※５電力使用量由来の CO2 排出量に限る。 

 

（自由記載） 
 

設問４－２ 

・導入予定の再生可能エネルギー設備の種類を御回答ください。 

（回答選択肢、複数選択可能） 

 ①．太陽光発電 

 ②．風力発電 

 ③．水力発電（小水力発電を除く） 

 ④．小水力発電 

 ⑤．その他（再生可能エネルギー設備の名称：   ） 

 

設問４－３ 

・導入予定の再生可能エネルギー設備の種類ごとに以下の事項について御回答ください。 

①．年間発電量のうち、自家消費量分(万 kWh/y) 

②．年間発電量のうち、売電量分(万 kWh/y)  

③．場所貸し（※１）の場合、年間発電量のうち自家消費量分(万 kWh/y)  

④．場所貸しの場合、年間発電量のうち売電量分(万 kWh/y) 
 

※１小数第１位まで回答 

※２再エネ発電事業者等に空きスペース等の場所を提供し、その対価を得る手法 

（回答選択肢、複数選択可能） 
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設問５－１ 

①. 年間電力使用予定量(万 kWh/y)（なお、貴事業体で所有している再生可能エネルギー設備によ

って発電し、自家消費する予定の電力量は差し引いてください。）を御回答ください。（※） 
 

※小数第１位まで回答 

（自由記載） 
 

設問５－２ 

・導入予定の再生可能エネルギー設備の種類を御回答ください。 

（回答選択肢、複数選択可能） 

 ①．太陽光発電 

 ②．風力発電 

 ③．水力発電（小水力発電を除く） 

 ④．小水力発電 

 ⑤．その他（再生可能エネルギー設備の名称：   ） 

 

設問５－３ 

・導入予定の再生可能エネルギー設備の種類ごとに以下の事項について御回答ください。 

①．年間発電量のうち、自家消費量分(万 kWh/y) 

②．年間発電量のうち、売電量分(万 kWh/y)  

③．場所貸し（※１）の場合、年間発電量のうち自家消費量分(万 kWh/y)  

④．場所貸しの場合、年間発電量のうち売電量分(万 kWh/y) 
 

※１小数第１位まで回答 

※２再エネ発電事業者等に空きスペース等の場所を提供し、その対価を得る手法 

（回答選択肢、複数選択可能） 
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３．「上水道・工業用水道部門における温室効果ガス排出抑制等指針マニュアル」に

関する設問 

 当該マニュアルは、事業活動や日常生活に起因する温室効果ガスの排出削減に向け、事業者が実

施すべき措置を示した上水道・工業用水道部門のガイドラインです。当該マニュアルで示した措置

内容について、実施状況を把握するため以下の設問に対して回答をお願いします。 

 

以下の設問６は、表１「温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置」をもとに回答をお願いしま

す。 

 

設問６ 

・以下の対策について、実施しているかどうかをお答えください。実施していない場合、 

実施していない理由や実施するにあたって障害となっている事項があれば記載してください。 

 

１．取水・導水工程 

２．沈殿・ろ過工程 

３．高度浄水工程 

４．排水処理工程 

５．送水・配水工程 

６．総合管理 

７．共通 

８．その他主要エネルギー消費設備 

 

また、表１に記載のない対策を実施されている又は実施予定があれば記載してください。 

 

（自由記載） 
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（表１：温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置） 
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